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Q 高標-39

他人の氏名等を含む商標の登録に必要な承認の時
期 LEONARD KAMHOUT事件

最高裁〔三小〕平成16年 6月 8日判決

〔平成15年(行ヒ)第265号審決取消請求事件〕

〔裁判集民214号373頁，裁時1365号 8頁，判時1867号108頁，判タ 1159号

135頁〕

島並良

事実の概要

x (原告・上告人〕は，平成10年10月22日に， rLEONARD KAMHOUT Jの欧文

字を横書きして成る商標(以下「本願商標」という)につき，貴金属，かばん類，被

服等を指定商品として商標登録出願〔以下「本件出願」という〕をした。本願商標は，

アメリカ合衆国の彫金師であり銀製アクセサリーのデザイナーであるレナード・カ

ムホ ι 卜(以下Aという)の氏名から成る商標であるため，登録を受けるためには

商標法4条 1項 8号(以下，単に r8号」という〕の規定により Aの承諾が必要とな

る。

本件出願時にはAの承諾を示す書面の提出はなかったが， Xは平成11年 1月26日

に，補正の内容を「同意書及びその訳文を別添のとおり提出する」とする手続補正

書を特許庁に提出した。これに添付された平成10年12月 l日付けのA作成の同意書

には， Xが本件出願に基づき商標登録を受けることに同意する旨の記載があった。

ところがAはその後，平成12年 5月25日に，提出刊行物を「同意書の撤回通知書の

写し及びその訳文」とする刊行物等提出書を特許庁に提出した。この書面には， A

はXに対し同月24日付けの撤回通知書を送付して上記同意書による同意を撤回した

旨の記載があり，同撤回通知書の写しが添付されていた。

本件出願に対して特許庁は，本願商標が 8号に該当することを理由に拒絶査定を

下し，さらにXからの拒絶査定不服審判請求に対して請求不成立の審決をした。そ
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こでXが，右審決には8号及び商標法 4条 3項(以下，単に r3項」という〉の解釈

適用の誤りがあるなどと主張し，その取消しを求めたのが本件訴訟である。原審

(東京高判平成15年 7月15日〔平15(行ヶ)183号))は請求を棄却。 Xからの上告受理

申立てが受理された。

判 旨

上告棄却。

(1) r 8号は，その括弧書以外の部分〈以下，便宜 r8号本文」という。)に列挙さ

れた他人の肖像又は他人の氏名，名称，その著名な略称等を含む商標は，括弧書に

いう当該他人の承諾を得ているものを除き，商標登録を受けることができないとす

る規定である。その趣旨は，肖像，氏名等に関する他人の人格的利益を保護するこ

とにあると解される。したがって 8号本文に該当する商標につき商標登録を受け

ようとする者は，他人の人格的利益を害することがないよう，自らの責任において

当該他人の承諾を確保しておくべきものである。J

(2) rまた 3項は 8号に該当する商標であっても，商標登録出願の時(以下

「出願時」という。〉に 8号に該当しないものについては 8号の規定を適用しない

旨を定めている。これは，商標法 4条 1項各号所定の商標登録を受けることができ

ない商標に当たるかどうかを判断する基準時が，原則として商標登録査定又は拒絶

査定の時(拒絶査定に対する審判が請求された場合には，これに対する審決の時。以下

「査定時」と総称する。〕であることを前提として，出願時には，他人の肖像又は他

人の氏名，名称，その著名な略称等を含む商標に当たらず 8号本文に該当しなか

った商標につき，その後，査定時までの聞に，出願された商標と同一名称の他人が

現れたり，他人の氏名の略称が著名となったりするなどの出願人の関与し得ない客

観的事情の変化が生じたため，その商標が8号本文に該当することとなった場合に，

当該出願人が商標登録を受けられないとするのは相当ではないことから，このよう

な場合には商標登録を認めるものとする趣旨の規定であると解される。」

(3) r 8号及び3項の上記趣旨にかんがみると 3項にいう出願時に 8号に該当

しない商標とは，出願時に 8号本文に該当しない商標をいうと解すべきものであっ

て，出願時において 8号本文に該当するが8号括弧書の承諾があることにより 8号

に該当しないとされる商標については 3項の規定の適用はないというべきである。

したがって，出願時に 8号本文に該当する商標について商標登録を受けるためには，

査定時において 8号括弧書の承諾があることを要するのであり，出願時に上記承諾
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があったとしても，査定時にこれを欠くときは，商標登録を受けることができない

と解するのが相当である。」

ほ)1"これを本件についてみると，前記事実関係によれば，本願商標は出願時に

8号本文に該当するものであり，査定時において上告人が本願商標につき商標登録

を受けることについてAの承諾がなかったことは明らかであるから，本件出願は，

本願商標が 8号に該当することを理由として，拒絶されるべきものである。」

解説

(1) 本判決は，他人の肖像，氏名等を含む商標 (4条 1項8号本文)について，

商標登録を受けるために必要な当該他人の承諾(同号括弧書き)の有無を判断する

基準時を，査定時(拒絶査定不服審判が請求された場合には審決時)のみであるとじ

たものである。

商標登録要件 (3条・ 4条〉の充足性は，処分時たる査定時をもって判断される

のが原則である〈東京高判平元・ 6・27判時1329号176頁など。なお行政処分一般につい

て，最判昭27・1・25民集6巻 1号22頁，最判昭34・7・15民集13巻 7号1062頁参照)。し

たがってまず，査定時に登録拒絶事由を発見できなければ，出願時の状況を問わず

登録査定がなされる(16条参照〕。しかし商標法は，さまざまな登録拒絶事由 (4条

I項各号〉のうち 8号を含むいくつかの事由についてだけは，たとえ査定時に拒

絶事由を発見できた場合でも，出願時に当該事由に該当しなければ，登録を拒絶し

ない旨の特則を置いている (4条3項)。その結果 4条 3項に列挙された拒絶事

由については，出願時・査定時ともに該当する場合にのみ，登録が拒絶されること

になる。

ここで，この特則の適用範囲が 8号本文のみならず，同号括弧書きの「他人の

承諾」についても及ぶかどうかが問題となる。本判決は 8号の本文と括弧書きを

別具に取り扱い，後者については3項の射程から除外して，原則通り査定時のみを

基準に充足性を判断するものとした。従来の裁判例(本件原審を除く〉や学説でこ

の論点に触れるものはなく，新しい判断である。

(2) まず 8号の趣旨について本判決は，肖像，氏名等に関する他人(以下，氏名

主体という。〉の人格的利益の保護にあるという。この点は，従来の学説・下級審裁

判例にも合致する〈学説として，網野・商標〔第6版)336頁，小野編・注解商標法上

〔新版)227頁〔小野昌延=小松陽一郎)，逐条解説〔第16版)1062頁，田村・商標〔第2

版)217頁。裁判例として，東京高判平元・ 11・9判時1338号144頁。なお本判決の後に法
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人の名称についても同趣旨を明示する例として，最判平17・7・22裁判集民217号595頁〔自

由学園事件))。本判決は，出願時よりも新しい査定時の意思を尊重することで，氏

名主体の人格的利益をより厚く保護するものである。

もっとも，出願商標がいったん登録されてしまえば，氏名主体の意思に反しても

無効とされることはない (46条1項5号参照)ので，氏名主体の人格的利益が商標

登録との関係で徹底して尊重されているわけではない。他方で，商標出願に対して

は18ヵ月内に査定がなされるから(16条，商標法施行令2条)，氏名主体の査定時意

思を尊重する本判決の立場を採ったとしても，氏名主体は高々その期間(拒絶査定

不服審判が請求された場合にはもう少し長く審決時まで〕翻意の猶予が与えられるに過

ぎない。

加えて，そこで保護される「人格的」利益は，一般民事法上保護される人格権

(とりわけここでは氏名権・肖像権〕にみられるような，ベルソナの(自己・他者)使

用の可否という氏名主体の人格的生存に直結したものではない。まず，たとえ出願

人に対して商標登録が認められても，氏名主体は自己の氏名を使用することはでき

る(非商標的使用であればもちろん，たとえ商標的使用であっても26条I項1号により商

標権の効力は及ばない)。また逆に，氏名主体が不承諾によって商標「登録」を阻止

できたとしても，それだけで出願人の商標「使用」までも阻止できるわけではなく，

自己の氏名が用いられた商品が市場に流通するかどうかは8号とは無縁である。む

ろん，出願人の商標使用が氏名主体の人格的利益を害する場合には，民法上の人格

権(氏名権〉侵害が成立しうるが，商標権は消極的禁止権であって積極的使用権で

はない以上，この人格権侵害の成否が出願人の商標登録の有無によって左右される

こともない。 8号が保護する人格的利益の内容は， (8号が法人の名称も対象として

いることも踏まえると)単に自己の氏名等に関して排他的財産権者として活動する

かどうかを自律的に決定し，その社会的評価を維持する利益に過ぎないものと思わ

れる(島並良・平成17年度重要判例解説(ジュリ臨時増刊1313号)285頁を参照〉。

(3) では，他方の出願人の状況はどうか。本判決は3項の趣旨を，出願後・査定

前における「出願人の関与し得ない客観的事情の変化」によって，商標登録が拒絶

されるのは酷に過ぎるという点に求めている。つまり 3項所定の拒絶事由に該当

するケースについては，出願によって出願人に生じた登録への合理的期待(広告宣

伝投資等〉を，他の拒絶事由に該当するケース以上に厚く保護しようということで

あり，その背景には 3項列挙の拒絶事由はいずれも他人の私益保護のために置か

れたに過ぎないという前提がある〔この点で，需要者保護(15号〉などの公益的拒絶事



484 第 3編商標 法

由とは異なる)0 3項に関する以上の趣旨理解もまた，本規定が設けられた現行法

(昭和34年法)の立法者意思(特許庁編『工業所有権制度改正審議会商標部会答申説明

書j76頁〉や，従来の学説(特許庁編・前掲1069頁。なお旧法下で解釈上同様の見解を

採る学説として，網野・前掲315頁)に沿うものである。

3項の適用される典型例は，出願後に他人の略称が著名となったり (8号)，他

人の商標が需要者の聞に広く認識されるに至った場合 00号〕である。では，氏名

主体の承諾を受けて形成された出願人の期待は，これらのケースと同様に保護され

るべきだろうか。

ここで，氏名主体による承諾という意思表示は，特許庁に対する観念の通知とい

う準法律行為〔商標登録拒絶事由を解消させる承諾 (8号の承諾))であると同時に，

商標権の取得と氏名の使用を許諾して欲しい旨の出願人からの申込みに応答する法

律行為(契約を成立させる承諾〕でもある。意思表示そのものに寝庇がない限り，た

とえば契約が無効でも 8号の承諾は有効であるが，その判断基準時の画定にあたっ

ては契約により生じた出願人の期待を掛酌すべきであろう。そして契約によって出

願人に生じる期待，すなわち契約の法的拘束力に基づく期待(=約束は守られるだ

ろうという期待〉は，他人の略称が現在著名でないという単なる事実状態に基づく

期待(=略称が著名にならないだろうという期待)以上に，法的保護に値する。

この点、で，後掲・長谷川調査官の解説は，本判決同様，氏名主体の承諾は「出願

人において，出願時から査定時までの間，自らの責任で確保しておくべき」である

とするが，そのような責任を出願人が一般的に負う根拠は不明である。さらに同解

説は， 1"承諾の撤回につき出願人に落ち度がないとき」は，氏名主体に対する「債

務不履行による損害賠償を認めるなどの手段によって，出願人の保護を図ることが

できる」とするが，出願人に帰責性がない場合にすら，氏名主体からの承諾撤回の

効果を認めるというのであれば，氏名主体の翻意を防ぐために出願人は何らかの積

極的手段を講じる必要が生じるが，これは出願人に対して難きを強いるものといえ

るだろう。

(4) こうしてみると 8号と 3項の制度趣旨，及び両当事者の置かれた利益状況

の衡量という観点からは，本判決の理由と結論は必ずしも自明なものではない。そ

うであれは 3項の体裁に素直に，括弧書きも含めた 8号全体について同項を適用

することにも理由があろう。括弧書きも含めて出願時を基準時としたとしても，そ

れにより氏名主体に生じる不利益については， (最高裁の立場とは逆に〉出願人に対

して債務不履行責任ないし不法行為責任を課すことで，回復を図ることができる。



商標-39 最高裁〔三小〕平成16年6月8日判決 485 

また行為規範を視野に入れた法政策の観点、からも，最初の承諾の時点で氏名主体

の深慮を要求し，その後は(査定後同様〕査定前についても翻意を許さないという

制度設計のほうが，氏名主体の機会主義的行動〔撤回を切り札にした承諾料の増額要

求など〉を阻む効率的な制度とはいえないだろうか。

なお本判決の後に，同じく承諾の有無が争われ，判決文で本判決が引用された事

例として，知財高判平成19年 3月28日判例集未登載 CMEN-TSEE-KHANG事

件〕があるが，そこでは出願時と審決時のいずれにおいても氏名主体からの承諾が

なかったため，承諾の時期自体は問題とされていない。
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